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北区の給与・定数管理等について 

 
 
 
北区の一般職員の給与は、２３区共同で設置している特別区人事委員会が、毎年、民間事業所の給与の実態

などを調査して行う勧告を受け、区議会の審議を経て、条例で決定されます。 

また、職員定数については、適切な定数管理を行うとともに、限られた人材を効率的に活用する職員配置を

行い、総職員数の抑制に努めています。 

これらの職員の給与・定数管理等について、区民の皆さんに知っていただき、区政に対して一層のご理解を

いただけるよう、そのあらましをお知らせします。 

 

詳しくは、区政資料室（区役所第一庁舎１階）、ホームページ及び区立図書館でご覧いただけます。 

▽問 職員課人事係（３９０８）８０３１ 

 

 

１ 総括 

（１） 人件費の状況（平成２３年度普通会計決算） 

住民基本 

台帳人口 

（２３年度末） 
歳出額（Ａ） 実質収支 人件費（Ｂ） 

人件費率 

（Ｂ）／（Ａ） 

（参考） 
22年度の 
人件費率 

317,663人 124,444,304千円 4,359,272千円 24,965,316千円 20.1％ 20.1％ 

（注）１ 人件費には特別職に支給される給与、報酬等も含まれます。 

２ 普通会計とは、一般会計と他の会計とを合算したものから、会計間の重複を除いた額です。 

 

 

 

（２） 職員給与費の状況（平成２３年度普通会計決算） 

職員数（Ａ） 
給与費 一人当たり 

給与費 

（Ｂ）／（Ａ） 給料 職員手当 期末・勤勉手当 計（Ｂ） 

2,355人 

（286人） 
9,607,782千円 3,172,561千円 3,851,164千円 16,631,507千円 7,062千円 

（注）１ （ ）内は、再任用短時間勤務職員であり、外書きです。 

        ２ 職員手当には退職手当、子ども手当は含まれていません。 

３ 職員数は、平成２３年４月１日現在の人数です。 

  



 

 

（３） ラスパイレス指数の状況（各年４

 

    
 

（４） 給与改定の状況 

① 月例給 

区分 

人

民間給与 

Ａ 

公務員

Ｂ

２４年度 411,604円 412,3

（注）「民間給与」、「公務員給与」

較した平均給与月額です。 

 

② 特別給 

区分 

人

民間の 

支給割合 

Ａ 

公務

支給

Ｂ

２４年度 3.95月 3.95

（注）「民間の支給割合」は民間事業所

は期末手当及び勤勉手当の年
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４月１日現在） 

人事委員会の勧告 

給与改定率員給与 

Ｂ 

較差 

Ａ－Ｂ 

勧告 

（改定率） 

387円 
△783円 

（△0.19％） 
△0.19％ △0.19％ 

は、人事委員会勧告において公民の４月分の給与額

人事委員会の勧告 

年間 

支給月数 務員の 
給月数 
Ｂ 

較差 

Ａ－Ｂ 

勧告 

（改定月数） 

95月 － 改定なし 3.95月 

所で支払われた賞与等の特別給の年間支給割合、「公

年間支給月数です。 

(Ｈ18)

101.4

(Ｈ18)

97.4

(Ｈ23)

100.0
(Ｈ23)

98.8

特別区 全国市

国家公務員＝100

 

率 

【参考】 

国の改定率 
（人事院勧告） 

 改定なし 

額をラスパイレス比

 

【参考】 

国の年間 

支給月数 
（人事院勧告） 

3.95月 

公務員の支給月数」

100 
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２ 一般行政職給料表の状況（平成２４年４月１日現在） 

区分 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級 

１号給の 

給料月額 
138,400円 166,100円 195,800円 220,400円 － 257,000円 285,100円 338,600円 

最高号給の 
給料月額 

306,500円 340,700円 371,800円 413,000円 435,300円 448,900円 462,400円 520,600円 

 

 

 

３ 職員の平均給与月額、初任給等の状況 

（１） 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（平成２４年４月１日現在） 

① 一般行政職 

区分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 
平均給与月額 

（国ベース） 

北区 43.3歳 330,607円 447,222円 409,743円 

東京都 42.3歳 328,251円 460,587円 － 

国 42.8歳 329,917円 － 401,789円 

 

② 技能労務職 

区分 平均年齢 職員数 平均給料月額 平均給与月額（Ａ） 
平均給与月額 

（国ベース） 

北区 48.8歳 256人 309,532円 409,079円 386,158円 

 
うち清掃作業職員 46.2歳 136人 306,733円 420,708円 388,634円 

うち用務職員 51.5歳 102人 309,552円 388,511円 379,901円 

東京都 47.3歳 1,681人 301,846円 412,232円 － 

国 49.7歳 3,479人 285,030円 － 323,181円 

 

【参考】 

北区 

での区分 

民間 年収ベース（試算値）の比較 

民間類似 

職種 

平均 

年齢 

平均給与月額

（Ｂ） 
Ａ／Ｂ 

公務員 

（Ｃ） 

民間 

（Ｄ） 
Ｃ／Ｄ 

清掃 

作業員 

廃棄物処理業 
従業員 

44.7歳 288,200円 1.46 6,560,842円 3,989,200円 1.64 

用務員 用務員 53.5歳 206,600円 1.88 6,141,351円 2,861,400円 2.15 
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③ 幼稚園教育職 

区分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 

北区 40.9歳 353,268円 461,305円 

東京都 41.4歳 348,997円 447,381円 

（注）１ 平均給与月額とは、平均給料月額に諸手当（期末・勤勉手当、退職手当等を除く）の平均額を

加えた額です。 

   ２ 技能労務職の内訳は、職員数の多い上位２職種です。 

３ 国の平均給料月額及び平均給与月額は、給与改定・臨時特例法による給与減額支給措置による

減額前の額です。 

４ 民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されているデータを使用しています。（平成

２１～２３年の３ヵ年平均） 

   ５ 技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点において

完全に一致しているものではありません。 

６ 年収ベースの「公務員（Ｃ）」及び「民間（Ｄ）」のデータは、それぞれ平均給与月額を１２倍

したものに、公務員においては前年度に支給された期末・勤勉手当、民間においては前年に支

給された年間賞与の額を加えた試算値です。 

７ 幼稚園教育職の「東京都」のデータは、小中学校教育職のものです。 

   

 

 

（２） 職員の初任給の状況（平成２４年４月１日現在） 

区分 北区 東京都 国 

一般 

行政職 

大学卒 181,200円 181,200円 
総合職181,200円 

一般職172,200円 

高校卒 143,000円 142,700円 140,100円 

技能労務職 134,900円 137,200円  

教育職 

(幼稚園) 

大学卒 193,000円 195,600円  

短大卒 175,700円 178,100円  

     （注）「東京都」の「教育職（幼稚園）」のデータは、小中及び高等学校教育職のものです。 

 

 

 

（３） 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成２４年４月１日現在） 

区分 経験年数１０年 経験年数１５年 経験年数２０年 

一般行政職 
大学卒 269,141円 324,250円 358,958円 

高校卒 － 277,050円 313,806円 

技能労務職 － 238,733円 275,958円 

 

  



 

 

４ 一般行政職の級別職員数等の状況（平

（１） 一般行政職の級別職員数の状況

区分 標準的な職務

８級 部長の職務 

７級 統括課長の職務 

６級 課長の職務 

５級 総括係長の職務 

４級 係長又は主査の職務 

３級 主任主事の職務 

２級 高度の知識又は経験を必要とす

１級 上記各職務の級に属さない

（注） １ 北区の給与条例に基づく

      ２ 標準的な職務内容とは、

      ３ （ ）内は、再任用短時

 

 

 

   (注) 給料表の級構成を変更してい

    １ 平成１８年度に１０級制から

２ 平成１９年度に９級制から８

1級
3.9%

2級
22.3%

3級
32.1%

4級
28.9%

5級
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7級
0.7%

8級 1.5%
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平成24年の職員構成

5

平成２４年４月１日現在） 

（平成２４年４月１日現在） 

務内容 職員数 構成

19人（0人） 1.5％

9人（0人） 0.7％

48人（1人） 3.7％

89人（0人） 6.9％

373人（1人） 28.9％

414人（169人） 32.1％

する業務を行う職務 288人（0人） 22.3％

い職の職務 51人（0人） 3.9％

給料表の級区分による職員数です。 

それぞれの級に該当する代表的な職務です。 

時間勤務職員であり、外書きです。 

 

いるため、過去の級の区分は現行の８級制に置き換え

ら９級制に変更しています。（旧給料表の１級及び２

８級制に変更しています。（旧給料表の９級及び８級

1級
2.6%

1級
3.4%

2級
23.8% 2級

16.0%

3級
29.1%

3級
24.5%

4級
31.0% 4級

40.2%

5級
7.5%

5級
9.7%

6級
3.7%

6級
3.9%

7級
0.9%

7
0

8級 1.5% 8級 1.6%

1年前の職員構成 5年前の職員構成

成比 

％（0.0％） 

％（0.0％） 

％（0.6％） 

％（0.0％） 

％（0.6％） 

（98.8％） 

％（0.0％） 

％（0.0％） 

 

えた数値です。 

級を統合） 

級を統合） 

7級
0.8%

成
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（２） 昇給への勤務成績の反映状況 

 

１ 勤務成績の評定の実施状況 
地方公務員法第４０条に基づき、毎年１月１日を評定日として全職員に対して勤務成績の評定を実

施しています。 
２ 昇給への勤務成績の反映状況 

職務における能力、態度、業績について総合的に５段階（５～１）の絶対評価及び相対評価を実施

し、その評価結果に基づき、昇給区分（８～０号級）を決定しています。 

平成２４年４月１日の昇給において、一般行政職の職員1,291名中、上位区分（８～５号級）に決

定された者は374名（29.0％）でした。なお、平成２３年４月１日の昇給において、一般行政職の職

員1,285名中、上位区分（８～５号級）に決定された者は406名（31.6％）でした。 

 

 

 

 

５ 職員手当の状況 

（１） 期末手当・勤勉手当                                          

北区 東京都 国 

一人当たり平均支給額 

（２３年度） 
1,635千円  

 

区分 一般職員 幹部職員 一般職員 一般職員 

支給 

割合 

期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当 

2.60月分 

(1.45月分) 

1.35月分 

(0.65月分) 
2.20月分 1.75月分 

2.60月分 

(1.45月分) 

1.35月分 

(0.65月分) 

2.60月分 

(1.45月分) 

1.35月分 

(0.65月分) 

加算 

措置 

職制上の段階、職務の級等による加算措置 
 
・ 職務段階別加算  5～20％ 

・ 管理職加算    15、20％ 

職制上の段階、職務の級

等による加算措置 

 
・職務段階別加算  

3～20％ 

・管理職加算   

15～25％ 

職制上の段階、職務の級

等による加算措置 

 
・職務段階別加算 

 5～20％ 

・管理職加算 

10～25％ 

（注）（ ）内は、再任用職員に係る支給割合です。 
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 【参考】勤勉手当への勤務実績の反映状況（一般行政職） 

 
 １ 勤務成績の評定の実施状況 

 地方公務員法第４０条に基づき、毎年１月１日を評定日として全職員に対して勤務成績の評定を実施

しています。 
 ２ 勤勉手当への勤務成績の反映状況 

 職務における能力、態度、業績について総合的に５段階（５～１）の絶対評価及び相対評価を実施し、

その評価結果に基づき、成績率を決定しています。 

平成２３年６月の勤勉手当において、一般行政職の管理職については、10,500／10,000～9,500／

10,000 の間で決定され、管理職 77 名中、上位区分（10,500／10,000～10,250／10,000）に決定された

者は12名（15.6％）でした。 

 管理職以外の職員については、10,417／10,000～9,400／10,000 の間で決定され、一般行政職の管理

職以外の職員1,208名中、上位区分（10,417／10,000～10,088／10,000）に決定された者は394名（32.6％）

でした。 

 
 
（２）退職手当（平成２４年４月１日現在） 

区分 北区 国 

勤続年数 普通 勧奨・定年 普通 勧奨・定年 

勤続20年 24.25月分 33.50月分 23.50月分 30.55月分 

勤続25年 32.50月分 43.50月分 33.50月分 41.34月分 

勤続35年 49.75月分 59.20月分 47.50月分 59.28月分 

最高限度額 50.00月分 59.20月分 59.28月分 59.28月分 

１人当たり 

平均支給額 
4,081千円 24,352千円  

その他の 

加算措置 

定年前早期退職特例措置 

（2～20％加算） 

定年前早期退職特例措置 

（2～20％加算） 

退職時特別昇給 

下記の事由に該当する者 ８号給 

① 公務上の傷病又は通勤による傷病に

より功績顕著な者が退職する場合 

② 功績顕著なものが生命を賭して善行

を行い危篤に陥った場合又は同様の

理由により退職する場合 

 

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、２３年度に退職した職員に支給された平均額です。 

 

（３） 地域手当（平成２４年４月１日現在） 

支給実績（２３年度決算）    1,777,215千円 

支給職員一人当たり平均支給年額（２３年度決算）        754,656円 

支給対象地域 支給率 
支給対象職員数 

（２３年度） 
国の制度（支給率） 

北区 18.0％ 2,355人 18.0％ 

（注）支給額は、給料、扶養手当、管理職手当の合計額に支給率を乗じた額となります。 
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（４） 特殊勤務手当（平成２４年４月１日現在） 

支給実績（２３年度決算） 31,296千円 

支給職員一人当たり平均支給年額（２３年度決算） 114,637円 

職員全体に占める手当支給職員の割合（２３年度） 11.6％ 

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 
左記職員に対する 

支給単価 

福祉事務所等 

現業手当 

生活福祉課に 

勤務する職員等 

生活保護法、身体障害者福祉法、児童

福祉法等に定める業務を行うため家

庭を訪問した場合等 

日額440円等 

特定現場 

危険手当 

建築課に 

勤務する職員等 

建築物等の建設現場において、地上１

０メートル以上の足場の不安定な箇

所で工事監督及び検査業務に従事し

た場合等 

日額290円等 

感染症 

接触手当 

保健所に 

勤務する職員等 

感染症予防法に規定する二類感染症

及び三類感染症の患者等に接触した

場合等 

日額150円等 

放射線 

業務従事手当 

保健所に勤務する診

療放射線技師等 
エックス線操作に従事した場合 日額530円 

有毒薬物 

取扱手当 

保健所に 

勤務する職員 

亜硫酸等を使用し、又は使用により発

生する毒物に堪えて試験研究、検査及

び作業に従事した場合 

日額190円 

清掃業務 

従事手当 

清掃事務所に 

勤務する職員等 

廃棄物の処理を直接行う業務又はこ

れに密接に関連する業務に従事した

場合 

日額700円 

 

 

（５） 時間外勤務手当 

平成２３年度決算 
支給実績         588,112千円 

職員一人当たり平均支給年額          249,729円 

平成２２年度決算 
支給実績         664,016千円 

職員一人当たり平均支給年額          279,350円 
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（６） その他の手当（平成２４年４月１日現在） 

手
当
名 

内容及び支給単価 

国の 

制度と

の異同 
国の制度 

支給実績 

(23年度 

決算) 

支給職員一

人当たり平

均支給年額 

（23年度

決算） 

扶養 

手当 

配偶者 13,700円 

異なる 

配偶者 13,000円 

158,321 

千円 
186,260円 

配偶者以外の

扶養親族２人

まで 

各5,500円 
配偶者以外の

扶養親族２人

まで 

各6,500円 

その他の扶養 
親族 

各5,500円 
その他の扶養

親族 
各6,500円 

16歳～22歳ま

での子への加

算措置 

各4,000円 
16歳～22歳ま

での子への加

算措置 

各5,000円 

住居 

手当 

扶養親族の 

ある者 
8,800円 

異なる 
賃貸住宅に居

住する場合 

支給限度額 

27,000円 
142,217 

千円 
103,505円 

扶養親族の 

ない者 
8,300円 

通勤 

手当 

運賃等相当額  

限度55,000円 
同じ  

298,773 

千円 
145,600円 

 
 
 
 
 
 
 
 
６ 特別職の報酬等の状況（平成２４年４月１日現在） 

区分 給料・報酬 期末手当 退職手当 

区長  1,151,600円 3.15月分 
（算定方式）退職時給料月額×勤続期間１年につき500／100 

（１期の手当額）23,032,000円 

（支給時期）任期毎 

副区長   922,300円 3.15月分 
（算定方式）退職時給料月額×勤続期間１年につき400／100 

（１期の手当額）14,756,800円 

（支給時期）任期毎 

議長   922,300円 3.15月分 

 副議長 791,700円 3.15月分 

議員 614,200円 3.15月分 

（注）１ 退職手当については、任期満了等に伴う退職時に支給されます。 

２  退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期（４年＝４

８月）勤めた場合における退職手当の見込額です。 
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７ 職員数の状況 
（１） 部門別職員数の状況と主な増減理由               （各年４月１日現在） 

 
職 員 数 対前年 

増減数 
主 な 増 減 理 由 

平成 23 年 平成 24 年 

普 

通 

会 

計 

部 

門 

一 

般 

行 

政 

部 

門 

議  会 14 13 △1 係組織の再編 

総務企画 381 377 △4 給与事務委託等 

税  務 84 85 1 育休代替の配置 

民  生 1,028 1,029 1 生活保護世帯数増等 

衛  生 343 339 △4 清掃業務に係る事務執行体制の見直し等 

労  働 6 1 △5 北区勤労者ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ広域化 

商  工 20 20 0  

土  木 193 191 △2 係組織の再編等 

計 2,069 2,055 △14 
＜参考＞ 

人口１万人当たりの職員数６５人 

教  育 286 281 △5 幼稚園用務業務委託等 

小  計 2,355 2,336 △19 
＜参考＞ 

人口１万人当たりの職員数７４人 

公
営
企
業
等
会
計
部
門 

そ の 他 117 120 3 育休代替の配置 

小  計 117 120 3  

合   計 
2,472 

[2,592] 

2,456 

[2,592] 
△16 

＜参考＞ 

人口１万人当たりの職員数７７人 

（注）１ 職員数は一般職に属する職員数です。 

   ２ [   ]内は、条例定数の合計です。 
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（２） 年齢別職員構成の状況 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（平成２４年４月１日現在） 

 

 

（３） 職員数の推移                               （人・％） 

  

区 分 

20 
歳 

20 
歳 

24 
歳 

28 
歳 

32 
歳 

36 
歳 

40 
歳 

44 
歳 

48 
歳 

52 
歳 

56 
歳 

60 
歳 

合 

計 
 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜  

未 
満 

23 
歳 

27 
歳 

31 
歳 

35 
歳 

39 
歳 

43 
歳 

47 
歳 

51 
歳 

55 
歳 

59 
歳 

以 
上 

職員数 

（人） 
0 97 173 210 184 220 290 284 307 372 318 1 2,456 

年度 
部門別 

19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 23 年度 24 年度 過去５年間の 
増減数（率） 

一 般 行 政 2,170 2,123 2,086 2,081 2,069 2,055 △115(△ 5.3％) 

教   育 344 339 324 296 286 281 △63(△18.3％) 

普 通 会 計 計  2,514 2,462 2,410 2,377 2,355 2,336 △178(△ 7.1％) 

公営企業等会計計  123 125 123 123 117 120 △3(△ 2.4％) 

合   計 2,637 2,587 2,533 2,500 2,472 2,456 △181(△ 6.9％) 

0%

2%
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20
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歳

以

上

構成比

5年前の構成比
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８ 定数管理の数値目標及び進捗状況 

   北区では、「北区経営改革『新５か年プラン』」や北区を取り巻く環境変化に対応し、職員定数

を適正化するため、職員定数管理計画（平成２２年度～２６年度）を策定しました。この職員定

数管理計画は「北区経営改革『新５か年プラン』」に基づく、官民の役割分担の見直し、内部努力

の徹底、さらには「北区経営改革『新５か年プラン』」以外にも、さらなる事務執行体制の効率化

などを行うこととしています。なお、計画期間、数値目標については下記のとおりとなっていま

す。 

 

（１） 北区における定数管理の数値目標（数） 

 

（２） 定数管理の数値目標の年次別進捗状況（実績）の概要（各年４月１日現在） 

 （注）１ 職員定数管理計画の期間は、平成２２年度～２６年度での５年間です。 

    ２ （ ％）内の数値は、数値目標に対する進捗率を示しています。 

    ３ 増減は、各年の欄にあっては対前年の職員増減数を、計の欄にあっては計画１年目以降

現年までの職員増減数の累計を示しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計 画 期 間 
数 値 目 標 

始期 終期 

平成２２年４月１日 平成２７年３月３１日 
 平成２２年度から２６年度の５年間で職

員定数を１０３名削減します。 

区分 

部門 

21 年度 22 年度 23 年度 24 年度 
計 

（参考） 

計画前年 (１年目) （２年目） （３年目） 数値目標 

全

部

門 

減員  △206 △243 △68 △517  

増員  166 250 43 459  

差引  △40 7 △25 
△58 

（56.3％） 
△103 人 

職員 

定数 
2,305 人 2,265 人 2,272 人 2,247 人 2,247 人 2,202 人 
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人事行政の運営等の状況について 
 

 地方公務員法の一部改正に伴い、平成１７年度から、各地方公共団体における人事行政の運営等の

状況を一般に公表することが義務づけられ、北区でも「東京都北区人事行政の運営等の状況の公表に

関する条例」を制定しました。 

 これは、人事行政の運営等の状況を区民の皆さんにお知らせすることによって、区政の公平性と透

明性の確保を高めることを目的としています。 

 内容は北区の状況と東京２３区が共同で設置している特別区人事委員会の状況の報告になります。 

 

【問】職員課人事係 ℡（３９０８）８０３１ 

 

Ⅰ 北区の状況 

 

１ 職員の任免及び職員数に関する状況 

 

（１） 職員状況（平成２４年４月１日現在）                    （人） 

 事務系 福祉系 一 般 
技術系 

医 療 
技術系 

技能系 
業務系 

幼稚園 
教 諭 

指 導 
主 事 合  計 

男 650 50 157 4 188   2 1,051

女 501 677 37 101 68 20 1 1,405

合 計 1,151 727 194 105 256 20 3 2,456

 

（２） 職員採用数（平成２４年４月１日付新規採用者数）              （人） 

 事務 福祉 土木 建築 
歯科 

衛生 

幼稚園 
教 諭 

合計 

Ⅰ 類 39  2 2   43 

Ⅱ 類  37   2  39 

Ⅲ 類 1      1 

経験者 12   1   13 

その他      3 3 

合 計 52 37 2 3 2 3 99 

 

（３） 職員退職者数（平成２３年度） 

事 由 定年退職 勧奨退職 普通退職 
その他 

（死亡等） 
合  計 

人 数 75 人 18 人 20 人 3 人 116 人 

 

 

  



 

（４） 職員数の推移（各年度４月１日

年 度 16 年度 17 年度 18年

職員数 2,827 2,772 2,7

２ 職員の給与に関する状況 

  職員の給与に関する状況について

 

３ 職員の勤務時間その他の勤務条件

（１） 勤務時間等 

   一般職員の勤務時間等について

られており、おおむね下記のとお

 

 
勤務時間 

本庁舎 8:30～17:1

交代制勤務の例 

（区民事務所） 

8:30～17:1

11:30～20:1

 ※ 区民事務所以外にも、施設の開館

 

（２） 休暇等 

   職員には１年を通じて２０日の

る場合は、２０日を限度に翌年に

 

  ○ 年次有給休暇の取得状況（平

 平均取得日数

一般職員 14.2 日

幹部職員 8.9 日

2,827

2,772

2,70

2,400

2,450

2,500

2,550

2,600

2,650

2,700

2,750

2,800

2,850

16年度 17年度 18年度

正規職員数の(人)

14

現在）                   

年度 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 23

,705 2,637 2,587 2,533 2,500 

ては「北区の給与・定数管理等について」（１頁）を

件の状況 

ては、「北区職員の勤務時間、休日、休暇等に関す

おりとなっています。 

 
１日の 

勤務時間 

１週間の 

勤務時間 
週休

:15 7 時間 45 分 38 時間 45 分 日曜日及

:15 

:15 
7 時間 45 分 38 時間 45 分 ４週間を通

館日、開館時間帯、職務の性質により交代制勤務を

の年次有給休暇が与えられています。年次有給休

に繰り越すことができます。 

平成２３年） 

数 

日 

日 

05
2,637

2,587
2,533

2,500
2,47

度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年

の推移（平成１６年度～平成２４年度）

     （人） 

23年度 24 年度 

2,472 2,456 

 

をご覧ください。 

する条例」で定め

休日 

及び土曜日 

通じて８日 

を行っています。 

休暇に残日数があ

72 2,456

年度 24年度
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（３） 育児休業及び部分休業の取得状況 

   育児休業は、子を養育する職員の継続的な勤務を促進し、職員の福祉を推進することを目的と

して、３歳に満たない子を養育するための制度です。 

   育児短時間勤務とは、職員の小学校就学の始期に達するまでの子を養育するために、常勤職員

のまま、いくつかある勤務の形態から選択し、希望する日及び時間帯に勤務することができる制

度です。 

   部分休業は、勤務を中断することなく、育児と仕事の継続及び両立が図れるよう、小学校就学

の始期に達するまでの子を養育するため、勤務時間の始め又は終わりにおいて、１日を通じて２

時間の範囲内において勤務しないことができる制度です。 

 

  ○ 育児休業及び部分休業の取得状況（平成２３年度） 

 育児休業取得者数 育児短時間勤務取得者数 部分休業取得者数 

男性職員 0 人 0 人 1 人 

女性職員 87 人 10 人 25 人 

合  計 87 人 10 人 26 人 

 

４ 職員の分限及び懲戒処分の状況 

  職員は、地方公務員法又は条例で定める事由による場合でなければ、本人の意に反して分限処分

や懲戒処分を受けることはありません。 

 

（１） 分限処分 

   分限処分は、公務能率を維持することを目的として、一定の事由がある場合に、職員の意に反

する不利益な身分上の変動をもたらす処分であり、その種類としては、免職、降任、休職及び降

給があります。 

 

  ○ 分限処分状況（平成２３年度） 

免職 降任 休職 降給 

0 人 0 人 42 人 0 人 

   ※休職者 42 人については、病気などの心身故障等によるものです。 

 

（２） 懲戒処分 

   懲戒処分は、職員の一定の義務違反に対する道義的責任を問うことにより、公務における規律

と秩序を維持することを目的とする処分であり、その種類として、免職、停職、減給及び戒告が

あります。 

 

  ○ 懲戒処分状況（平成２３年度） 

免職 停職 減給 戒告 

1 人 1 人 1 人 0 人 
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５ 職員の服務の状況 

  職員は全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ、職務の遂行にあたっては、全力を

あげてこれに専念しなければならないこととされており、この趣旨を具体的に実現するため、服務

上の制約が課されています。 

区  分 内  容 

法令及び上司の命令に

従う義務 

職員は、その職務を遂行するにあたって、法令、条例等に従い、か

つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければなりません。 

職務に専念する義務 

職員は、法律や条例に特別に定めがある場合以外は、勤務時間及び

職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、全体の奉仕者

として公共の利益のために勤務し、かつ職務の遂行にあたっては全力

をあげてこれに専念をしなければなりません。 

研修を受ける場合や厚生に関する計画の実施に参加する場合等に

は、あらかじめ承認を得れば、職務に専念する義務を免除することが

できます。 

信用失墜行為の禁止 
職員は、その職の信用を傷つけ、または職員の職全体の不名誉とな

るような行為をしてはならないとされています。 

秘密を守る義務 
職員は、在職中であると退職後であるとを問わず、職務上知り得た

秘密を漏らしてはなりません。 

政治的行為の制限 
職員は、特定の政治行為について、これを行うことを禁止されてい

ます。 

争議行為等の禁止 

職員は、使用者たる住民に対して同盟罷業、怠業その他の争議行為

をすること、また、地方公共団体の機関の活動能率を低下させる怠業

的行為をすることを禁止されています。 

営利企業等の従事制限 

職員は、任命権者の許可を受けなければ営利企業等の役員等を兼ね

ることや自ら営利企業を営むこと、その他報酬を得ていかなる事業ま

たは事務にも従事することはできません。 
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６ 職員の研修及び勤務成績の評定の状況 

（１） 職員の研修の実施状況 

  ○ 研修実績（平成２３年度） 

   回 数 受講人数 

区研修 
職層研修 181 回 1,410 人 

特別研修 68 回 1,574 人 

区研修 計 249 回 2,984 人 

特別区職員共同研修 

自治体経営研修 9 回 77 人 

専門研修 53 回 209 人 

ステップアップ研修 13 回 30 人 

職層研修 44 回 364 人 

公務基礎・サポート研修 6 回 216 人 

特別区職員共同研修 計 125 回 896 人 

第２ﾌﾞﾛｯｸ合同研修 
職層研修 3 回 30 人 

特別研修 2 回 22 人 

第２ﾌﾞﾛｯｸ合同研修 計 5 回 52 人 

合   計 379 回 3,932 人 

 

（２） 職員の勤務評定 

  ① 幹部職員 

    職務上の成果等を定期評定に反映させ、人事考課の客観性、透明性、納得性を確保するため、

目標管理に基づく人事考課制度を実施し、勤務成績に反映しています。また、評定の結果につ

いては、昇給区分の決定や勤勉手当の支給率に反映しています。 

  ② 一般職員 

    一般職員については、年１回の定期勤務評定を実施しており、評定の結果については、昇任

選考、昇給区分の決定等の参考にしています。また、年１回、職員が提出する自己申告書をも

とに幹部職員が個別に面接を行い、職員の指導や育成を行っています。 

 

７ 職員の福祉及び利益保護の状況 

  区の福利厚生事業は、法律で定めている法定事業と、事業主として実施している法定外のものと

に分かれます。 

法 定 

共済制度 東京都職員共済組合 

公務災害補償制度 地方公務員災害補償基金 

安全衛生管理 
職員健康診断・職員健康相談（一部法定外） 

安全管理・職場環境衛生 

法定外 

職員住宅 職員住宅（単身寮） 

互助制度 
特別区職員互助組合 

北区職員互助会 
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（１） 東京都職員共済組合 

   地方公務員及びその家族の生活の安全と福祉の増進に寄与するとともに、公務の能率的運営に

資することを目的として運営されており、短期給付事業（健康保険事業）、長期給付事業（年金給

付事業）及び福祉事業（人間ドック事業等）を行っています。共済組合で行う事業に必要な経費

は、短期給付事業、長期給付事業及び福祉事業の事業ごとに定められ、組合員と地方公共団体と

で負担しています。 

 

（２） 公務災害補償制度 

   職員の公務上や通勤途上の災害に対して地方公務員災害補償法に基づき補償を行っています。 

 

 ○ 公務災害及び通勤災害の状況（平成２３年度） 

公務災害 通勤災害 合計 

12 人 9 人 21 人 

 

（３） 職員健康管理 

   労働安全衛生法に基づき職員の健康診断、健康相談、メンタルヘルス相談を行っています。 

   健診は、呼吸器系健診、循環器系健診、消化器系健診（胃がん検診、大腸がん検診）、婦人科健

診（乳がん検診、子宮がん検診）、VDT 健診等を行っています。 

 

（４） 安全管理・職場環境衛生 

   労働安全衛生法に基づき職員の安全と健康を確保、増進するとともに、快適な作業環境の形成

を図るために、安全衛生委員会を設置し、活動を進めています。 

 

（５） 職員住宅（単身寮） 

   住宅に困窮している年齢３０歳以下の単身者に対して福利厚生を目的として２ヶ所（豊島寮、

中里寮）設置しています。 

 豊島寮 中里寮 

設置戸数 52 戸 22 戸 

 

（６） 特別区職員互助組合 

   特別区の職員等の相互共済及び福利厚生の向上を図ることを目的として設置されており、「団体

契約保険」、「ライフプラン」、「会員制施設」等の事業を行っています。互助組合で行う事業は、

組合員が負担する組合費と団体契約保険の手数料等で運営されています。 

 

（７） 北区職員互助会 

   職員の相互扶助、親睦及び福利厚生の向上を図ることを目的として設置された団体で、弔慰品、

見舞品、祝品等の給付、生活資金の貸付、文化・体育事業を行っています。互助会で行う事業は、

会員が負担する会費と区の交付金で運営されています。 
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Ⅱ 特別区人事委員会の業務状況の報告 

 特別区人事委員会は、２３区全体の職員の採用（各区実施分を除く）や管理職選考、給与・勤務時

間その他の勤務条件に関する報告及び勧告などを行っています。 

 

１ 職員の競争試験及び選考の状況 

（１） 採用試験等 

   平成２３年度における採用試験等については、以下のとおり実施しました。 

  ① 受験資格等 

 
国籍 

要件 
年齢 資格・免許 その他 

Ⅰ 
 

類 

事   務 

有 
22 歳以上 
28 歳未満  

・活字印刷文による出

題に対応できる人。た

だし、事務については

点字による出題に対応

できる人も受験でき

る。 

・22 歳未満の者で学校

教育法に基づく大学

（短期大学を除く。）

を卒業した人、また

は、これと同等の資格

があると人事委員会が

認める人 

土木造園（土木） 

土木造園（造園） 

建   築 

機   械 

電   気 

福   祉 無 

22 歳以上 
30 歳未満 

社会福祉士もしくは児童指導員の資格

を有する人、または保育士となる資格

を有し、都道府県知事の登録を受けて

いる人 

衛生監視（衛生） 
有 

食品衛生監視員及び 

環境衛生監視員 

衛生監視（化学） 
 

保 健 師 無 
22 歳以上 
40 歳未満 

保 健 師 

Ⅲ
類 

事   務 有 
18 歳以上 
22 歳未満  

・活字印刷文による出

題に対応できる人 

身
障 
注
１ 

事   務 有 
18 歳以上 
28 歳未満 

・身体障害者手帳の交付を受けている人 

・特別区の区域内に住所を有する人 

・自力通勤ができ、かつ介護者なしに職務遂行が可能な人 

・通常の勤務時間に対応できる人 

・活字印刷文による出題に対応できる人 

経
験
者
２
級
職 

事   務 

有 

28 歳以上 
32 歳未満 

民間等での 

業務従事歴 

４年以上 

 

・活字印刷文による出

題に対応できる人。た

だし、事務については

点字による出題に対応

できる人も受験でき

る。 

土木造園（土木） 当該職種に関係 

する業務に従事 建   築 

経
験
者(

主
任
主
事
Ⅰ) 

事   務 

32 歳以上 
37 歳未満 

民間等での 

業務従事歴 

８年以上 

 
土木造園（土木） 

当該職種に関係 

する業務に従事 

建   築 

機   械 

電   気 

 (

主
任
主
事
Ⅱ) 

経 

験 

者 

事   務 

37 歳以上 
46 歳未満 

民間等での 

業務従事歴 

13 年以上 

 
土木造園（土木） 当該職種に関係 

する業務に従事 
建   築 

 注１：身体障害者を対象とする採用選考の略 
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② 実施状況                               （単位：人） 

採用区分 
職  種 

(試験区分) 

申込者数 受験者数 最終合格者数 

23年度 22年度 
比 較 
増△減 

23年度 22年度 
比 較 
増△減 

23年度 22年度 
比 較 
増△減 

Ⅰ 類 

事  務 17,898 16,758 1,140 14,005 12,852 1,153 1,724 1,524 200 

土木造園 

(土木) 
563 620 △ 57 363 449 △ 86 129 78 51 

土木造園 

(造園) 
144 164 △ 20 107 126 △ 19 21 28 △ 7 

建  築 366 437 △ 71 284 311 △ 27 87 74 13 

機  械 163 140 23 109 93 16 43 35 8 

電  気 176 193 △ 17 116 123 △ 7 44 32 12 

福  祉 533 610 △ 77 408 449 △ 41 54 78 △ 24 

衛生監視 

(衛生) 
313 309 4 215 224 △ 9 34 60 △ 26 

衛生監視 

(化学) 
132 145 △ 13 70 79 △ 9 4 3 1 

保 健 師 433 534 △ 101 344 434 △ 90 50 73 △ 23 

小  計 20,721 19,910 811 16,021 15,140 881 2,190 1,985 205 

Ⅲ 類 事  務 3,584 3,501 83 2,901 2,784 117 233 231 2 

身 障 事  務 61 71 △ 10 51 60 △ 9 16 18 △ 2 

経
験
者 

２
級
職 

事  務 1,624 1,628 △ 4 1,053 1,134 △ 81 141 170 △ 29 

土木造園 

(土木) 
62 67 △ 5 34 45 △ 11 15 15 0 

建  築 68 85 △ 17 44 59 △ 15 20 18 2 

小  計 1,754 1,780 △ 26 1,131 1,238 △ 107 176 203 △ 27 

３
級
職 

（
主
任
主
事
Ⅰ
） 

事  務 1,564 1,918 △ 354 1,075 1,327 △ 252 44 51 △ 7 

土木造園 

(土木) 
109 151 △ 42 78 108 △ 30 16 13 3 

建  築 89 133 △ 44 58 89 △ 31 12 13 △ 1 

機  械 16 23 △ 7 15 20 △ 5 3 3 0 

電  気 20 21 △ 1 15 14 1 4 6 △ 2 

小  計 1,798 2,246 △ 448 1,241 1,558 △ 317 79 86 △ 7 

３
級
職 

（
主
任
主
事
Ⅱ
） 

事  務 1,570 1,825 △ 255 1,032 1,136 △ 104 8 9 △ 1 

土木造園 

(土木) 
180 － 180 122 － 122 4 － 4 

建  築 114 152 △ 38 73 99 △ 26 3 4 △ 1 

小  計 1,864 1,977 △ 113 1,227 1,235 △ 8 15 13 2 

合   計 29,782 29,485 297 22,572 22,015 557 2,709 2,536 173 
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（２） 採用選考等 

   平成２３年度人事委員会が実施した北区の採用選考等の実施状況は次のとおりです。 

  ① 医療専門職採用選考 

区 分 合格者数 

医療専門職（医師の課長級以上） 1 人 

  ② 一般職の任期付職員 

採用職層 採用承認人数 

主任主事 0 人 

係 長 職 0 人 

総括係長 0 人 

課 長 級 0 人 

統括課長 0 人 

部 長 級 0 人 

 
 
（３） 管理職選考 

  ① 受験資格等 

   ○ Ⅰ類 

    （受験資格） 日本国籍を有する要綱で定める職種の職務に従事する人のうち、平成24年３

月末日現在、年齢55歳未満で、主任主事以上の在職期間が６年以上の人。 

    （受験方式） 全部受験方式－受験資格を満たしている人が、筆記考査（択一・短答式問題、

記述式問題、論文式問題）全てを受験する方式。 

           分割受験方式－受験資格を満たしている人が、択一・短答式問題受験の免除

資格を得るため、択一・短答式問題のみを受験する方式。

受験年度の管理職選考の合格にはいたらない。 

           免除受験方式－択一・短答式問題受験の免除資格を得ている人が、記述式問

題及び論文式問題を受験する方式。 

           前倒し受験方式－翌年度に受験資格を満たす人が、択一・短答式問題受験の免

除資格を得るため、択一・短答式問題のみを受験する方式。

受験年度の管理職選考の合格にはいたらない。  

    （選考方法） 筆記考査（択一・短答式問題、記述式問題、論文式問題）、勤務評定、口頭

試問、適性評定（技術のみ） 

    （免除資格） 択一・短答式問題の成績が一定の基準に達した人については、原則として、

受験年度以降の３年間の択一・短答式問題受験の免除資格を付与する。 

   ○ Ⅱ類 

    （受験資格） 日本国籍を有する要綱で定める職種の職務に従事する人のうち、平成24年３

月末日現在、年齢47歳以上56歳未満で、総括係長の在職期間が１年以上の人。 

    （選考方法） 筆記考査（事例式論文）、勤務評定、口頭試問 
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  ② 実施状況（合格者決定） 

○ Ⅰ類（全部及び免除受験方式）及びⅡ類                  （単位：人、％） 

種

別 

選考

区分 

受験者数（Ａ） 
口頭試問進出者数

（Ｂ） 
合格者数（Ｃ） 合格率（Ｃ／Ａ） 

23年度 22年度 増減 23年度 22年度 増減 23年度 22年度 増減 23年度 22年度 増減 

Ⅰ

類 

事務 386 431 △ 45 173 180 △ 7 78 80 △ 2 20.2 18.6 1.6 

技術Ⅰ 64 59 5 18 20 △ 2 11 13 △ 2 17.2 22.0 △ 4.8 

技術Ⅱ 18 21 △ 3 12 14 △ 2 10 13 △ 3 55.6 61.9 △ 6.3 

技術Ⅲ 36 34 2 9 11 △ 2 6 7 △ 1 16.7 20.6 △ 3.9 

技術計 118 114 4 39 45 △ 6 27 33 △ 6 22.9 28.9 △ 6.0 

小計 504 545 △ 41 212 225 △ 13 105 113 △ 8 20.8 20.7 0.1 

Ⅱ

類 

事務 123 147 △ 24 92 103 △ 11 46 47 △ 1 37.4 32.0 5.4 

技術 21 24 △ 3 10 11 △ 1 10 11 △ 1 47.6 45.8 1.8 

小計 144 171 △ 27 102 114 △ 12 56 58 △ 2 38.9 33.9 5.0 

合計 648 716 △ 68 314 339 △ 25 161 171 △ 10 24.8 23.9 0.9 

 
 
○ Ⅰ類（全部受験方式）                          （単位：人、％） 

種
別 

選考

区分 

受験者数（Ａ） 
口頭試問進出者数

（Ｂ） 
合格者数（Ｃ） 合格率（Ｃ／Ａ） 

23年度 22年度 増減 23年度 22年度 増減 23年度 22年度 増減 23年度 22年度 増減 

Ⅰ
類
（
全
部
） 

事務 271 351 △ 80 93 119 △ 26 47 57 △ 10 17.3 16.2 1.1 

技術Ⅰ 53 51 2 12 16 △ 4 5 10 △ 5 9.4 19.6 △ 10.2 

技術Ⅱ 14 15 △ 1 8 8 0 6 7 △ 1 42.9 46.7 △ 3.8 

技術Ⅲ 25 27 △ 2 2 6 △ 4 2 4 △ 2 8.0 14.8 △ 6.8 

技術計 92 93 △ 1 22 30 △ 8 13 21 △ 8 14.1 22.6 △ 8.5 

合計 363 444 △ 81 115 149 △ 34 60 78 △ 18 16.5 17.6 △ 1.1 

 
 
○ Ⅰ類（免除受験方式）                          （単位：人、％） 

種
別 

選考

区分 

受験者数（Ａ） 
口頭試問進出者数

（Ｂ） 
合格者数（Ｃ） 合格率（Ｃ／Ａ） 

23年度 22年度 増減 23年度 22年度 増減 23年度 22年度 増減 23年度 22年度 増減 

Ⅰ
類
（
免
除
） 

事務 115 80 35 80 61 19 31 23 8 27.0 28.8 △ 1.8 

技術Ⅰ 11 8 3 6 4 2 6 3 3 54.5 37.5 17.0 

技術Ⅱ 4 6 △ 2 4 6 △ 2 4 6 △ 2 100.0 100.0 0.0 

技術Ⅲ 11 7 4 7 5 2 4 3 1 36.4 42.9 △ 6.5 

技術計 26 21 5 17 15 2 14 12 2 53.8 57.1 △ 3.3 

合計 141 101 40 97 76 21 45 35 10 31.9 34.7 △ 2.8 
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③ 実施状況（免除者決定）                      （単位：人、％） 

選考 

区分 

対 象 者 数 免 除 者 数 免 除 率 

計 

受 験 方 式 別 内 訳 
計 

受 験 方 式 別 内 訳 
計 

受 験 方 式 別 内 訳 

全部 分割 前倒し 全部 分割 前倒し 全部 分割 前倒し 

事 務 372  224  105  43 70  38 14  18 18.8  17.0  13.3  41.9  

技 術 Ⅰ 86  48  31  7 14  8 3  3 16.3  16.7  9.7  42.9  

技 術 Ⅱ 29  8  14  7 5  2 1  2 17.2  25.0  7.1  28.6  

技 術 Ⅲ 41  23  9  9 6  4 0  2 14.6  17.4  0.0  22.2  

技 術 計 156  79  54  23 25  14  4  7 16.0  17.7  7.4  30.4  

合  計 528 303 159 66 95 52 18 25 18.0 17.2 11.3 37.9 

（注）１ 対象者数とは、受験者数から合格者数を除いた数。 

   ２ 全部とは、全部受験方式で筆記考査全てを受験し、口頭試問に進出しなかった人及び口頭

試問に進出した人のうち合格にいたらなかった人。 

   ３ 分割とは、分割受験方式で受験した人。 

   ４ 前倒しとは、前倒し受験方式で受験した人。 

   ５ 免除率は、小数点第二位以下四捨五入で算出。 

 

（４） 特例転職選考 

  ① 受験資格及び選考方法 

   （受験資格） 日本国籍を有し、平成２４年３月末日現在、年齢満５５歳未満で、「一般業務」

の職務に従事する人又は、技能系職種に在職し、専ら事務の業務に従事してい

ると任命権者が認める人。 

   （選考方法） 筆記考査（択一式問題・作文）、勤務評定 

 
  ② 実施状況                             （単位：人、％） 

 有資格者数 

A 

申込者数 

B 

申込率 

B/A 

受験者数 

C 

受験率 

C/B 

合格者数 

D 

合格率 

D/C 種 別 職 種 職   務 

業務系 業 務 一 般 業 務 24  1 4.2 1 100.0 0 0.0 

技
能
系
（
異
種
職
務
従
事
者
） 

技能Ⅰ 介 護 指 導 24  12 50.0 10 83.3 8 80.0 

技能Ⅱ 

電 話 交 換 2 1 50.0 0 0.0 - - 

警 備 2 0 0.0 - - - - 

作 業 Ⅰ 14 3 21.4 3 100.0 1 33.3 

技能Ⅲ 

調 理 43 43 100.0 42 97.7 33 78.6 

用 務 26 16 61.5 15 93.8 11 73.3 

作 業 Ⅱ 17 10 58.8 9 90.0 7 77.8 

技能Ⅳ 家 庭 奉 仕 6 2 33.3 1 50.0 0 0.0 

技能系計 134 87 64.9 80 92.0 60 75.0 

合    計 158 88 55.7 81 92.0 60 74.1 

（注） 技能Ⅴ、Ⅵは有資格者なし 
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２ 給与、勤務時間その他の勤務条件に関する報告及び勧告の状況 

  給与は、情勢適応の原則（地方公務員法第１４条）、均衡の原則（地方公務員法第２４条第３項）

及び職務給の原則（地方公務員法第２４条第１項）に則して決定されるものです。例年、これらの

趣旨を踏まえ、特別区職員給与等実態調査及び職種別民間給与実態調査を行い、公民較差を算出す

るとともに、国や他の地方公共団体の給与の実態を参考にして、給与に関する報告、意見の申出及

び勧告を行っています。平成２３年は、１０月２８日に２３区の各区議会及び区長に対し、一般職

の特別区職員の給与等について報告及び勧告を行いました。その概要は、以下のとおりです。 

 

（１） 本年の勧告のポイント 

   月例給与は３年連続の引下げ改定、特別給は改定なし。 

① 月例給与 

   ア 職員給与が民間給与を上回っており、公民較差（△842 円、△0.20％）を解消するため、

給料表の引下げ改定 

    イ 原則すべての級及び号給について引下げ改定 

・ 任用資格基準を考慮し一部の号給は、給料月額の引下げを緩和 

・ 初任給据置きにより、Ⅰ類初任給までの号給等については改定なし 

②  特別給（期末手当・勤勉手当） 

ア 民間の特別給（賞与）の支給割合とおおむね均衡しているため改定なし（現行 3.95 月） 

③ 職員の平均年間給与は、約△1 万 3 千円（△0.2％） 

 

（２） 職員の給与に関する報告（意見）・勧告 

  ① 職員と民間従業員との給与の比較 

   ア 民間給与実態調査の内容（平成 23 年４月） 

区  分 内         容 

調査対象規模 企業規模 50 人以上で、かつ事業所規模 50 人以上の事業所 

事 業 所 数  特別区内の 942 民間事業所を実地調査（調査完了 804 事業所） 

    

イ 職員給与等実態調査の内容（平成 23 年４月） 

職 員 数 
民間従業員と比較した職員 

職 員 数 平 均 給 与 平 均 年 齢 

60,272 人 30,725 人 416,772 円 43.6 歳 

    

ウ 公民比較の結果 

    ○ 月例給与 

民間従業員 職   員 差 

415,930 円 416,772 円 △842 円（△0.20％） 

   （注）民間従業員、職員ともに本年度の新卒採用者は、含まれていない 

     

○ 特別給の年間支給月数 

民間従業員 職   員 差 

3.94 月分 3.95 月分 △0.01 月分  
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  ② 改定の内容 

   ア 給料表 

    ・ 公民較差の解消のため、給料月額を引下げ改定 

    ・ Ⅰ類初任給までの号給等の給料月額は据置き 

    ・ 医療職給料表(一)は、医師の処遇確保の観点から引下げ改定なし 

   イ 行政職給料表（一）の初任給 

    ・ Ⅰ類（大学卒程度）、Ⅲ類（高校卒程度）ともに据置き 

 

  （参考１）較差解消による配分 

給    料 諸 手 当 はね返り 計 

△714 円 ― △128 円 △842 円 

 

  （参考２）改定による平均年間給与の減少額（公民比較対象職員） 

改定前 改定後 差 

約 6,713 千円 約 6,700 千円 約△13 千円(△0.2％) 

 

  （参考３）モデルケースによる試算 

   ○ ケース１ 係員（１級 29 号給、25 歳） 扶養手当：無、住居手当：有 

給与月額 年間給与 

改定前 改定後 差 改定前 改定後 差 

222,116 円 222,116 円 0 円 3,510 千円 3,510 千円 0 千円 

    

○ ケース２  係長（４級 61 号給、40 歳） 

          扶養手当：配偶者、子 2 人（教育加算無）、住居手当：有 

給与月額 年間給与 

改定前 改定後 差 改定前 改定後 差 

450,592 円 449,766 円 △826 円 7,266 千円 7,253 千円 △13 千円 

    

○ ケース３  課長（６級 69 号給、45 歳） 

          扶養手当：配偶者、子 2 人（教育加算無）、住居手当：有 

給与月額 年間給与 

改定前 改定後 差 改定前 改定後 差 

635,498 円 634,554 円 △944 円 10,213 千円 10,197 千円 △16 千円 

    

○ ケース４  部長（８級 55 号給、50 歳） 

          扶養手当：配偶者、子 2 人（内教育加算 1 人）、住居手当：有 

給与月額 年間給与 

改定前 改定後 差 改定前 改定後 差 

759,044 円 757,982 円 △1,062 円 12,297 千円 12,278 千円 △19 千円 
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ウ 実施時期等 

    ・ 給与水準引下げの改定であるため、遡及することなく、改正条例の公布の日の属する月

の翌月の初日（公布の日が月の初日であるときは、その日）から実施 

    ・ 平成２３年４月から改定の実施の日の前日までの期間に係る公民較差相当分について、

本年度中に支給される期末手当の額において平成２２年の勧告に準じ、所要の調整を実施。

ただし、医療職給料表(一)が適用されている職員については、引下げ改定を行わないこと

から、所要の調整は行わないことが適当 

③ 給与制度の検証・検討 

   ア 昇給制度・勤勉手当制度 

・  昇給制度については、今後より一層職員の勤務成績が反映されるように運用していくこ

とが重要 

・  勤勉手当制度において、一部の区では依然として勤務成績が的確に反映されていない状

況。来年度より扶養手当相当額が成績率の原資となることから、各区とも原資を効果的に

活用できるよう、適宜運用の見直しを行うことが必要 

   イ 職務・職責が的確に反映された給与 

・  給料表の一部級間の重複度合いが大きいことが、給与水準差を不明確とする要因となっ

ているため、今後この状況を踏まえての見直しが必要 

  ④ 区費負担の学校教育職員の給与制度 

   ア 東京都の教育職員との均衡を考慮して、改定等を行うことが適当 

 

（３） 人事制度、勤務環境の整備等に関する報告（意見）  

  ① 人事制度の整備 

   ア 有為な人材の確保 

    ・ Ⅰ類採用試験における取組み 

      受験希望者への意向調査等を通じて、特別区の強みや弱みを把握するとともに、採用フ

ォーラム等の機会を捉え「特別区の魅力」や「区の魅力」をアピールするなど、次代を担

う有為な人材確保に向けた取組を強化 

    ・ 経験者採用試験制度の改正 

      経験者採用試験について、任命権者が受験資格要件の緩和を検討する中、区政を推進し

ていく職員を的確に確保していくため、能力実証方法を改正 

   イ 人材育成 

     区民の信託に応えていくためには、能力・業績及び職責に基づく人事・給与制度を基礎と

して、職員一人ひとりの能力開発を不断に進めていくことが不可欠 

    ・ 昇任意欲の醸成 

      「昇任に関する意識調査」結果を詳細に分析するとともに、各区の先進的な取組みのフ

ィードバックを目的とした「昇任意欲醸成のための取組指針」（仮称）を作成 

    ・ 昇任制度の改正の検討 

昇任選考を通じて人材を計画的に育成する観点から、管理職選考における受験方式の一

部改正を検討 

係長職昇任選考は、各区がそれぞれの人事戦略に合わせて、求める係長職を選抜するこ

とができるよう、任命権者の裁量を広げる方向で検討 

ウ 高齢期雇用への対処 

    ・ 高齢期雇用に係る諸問題の検討にあたり、組織活力の維持・向上の視点や、培った知識
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や経験、技術を次代に継承するため高齢職員の活用の視点に留意 

・ 検討にあたっては、高齢期の職員の働き方だけでなく、採用から退職までの人事・給

与制度全体のあり方を検証 

・ 公的年金の支給開始年齢の引上げは目前に迫っており、任命権者とともに国や他の地 

方公共団体の動向を注視しながら、早急に特別区職員の実態を踏まえて検討 

 

  ② 勤務環境の整備 

   ア 職業生活と家庭生活の両立支援 

職業生活と家庭生活の両立を支援する育児休業など各種制度のより一層の定着のため、任

命権者は、制度の認知度向上に努めるとともに、管理職員を中心に職員が制度を利用しや

すい職場づくりを推進 

   イ 超過勤務の縮減等 

    ・ 任命権者は超過勤務の縮減のため、実態について調査・分析し、その発生要因を明らか

にした上で、全庁的な視点から新たな対策の検討も必要 

・ 適切な年次有給休暇の取得は、職員の健康の保持・増進を図るとともに、仕事の質や

組織活力の向上につながる効果があるため、任命権者においては、全ての職員が等しく休

暇を取得できる勤務環境の整備に取り組むことが必要 

   ウ メンタルヘルスの推進  

任命権者においては、引き続きメンタルヘルス不調者の発生防止や早期発見に努めるとと

もに、適切な職場復帰支援を行い、再発防止に心掛けていくことが必要 

 

（４） 公務員倫理の確立 

  ① 任命権者は、不祥事発生を防ぐ組織づくりへ向けた不断の取組みが必要であり、また、管理

職員は、非違行為の防止につながる職場環境を作り上げることが重要 

② 任命権者は職員に対する研修の実施や、組織としての情報管理体制を整えることにより、個

人情報の適正管理を実施 

 

３ 勤務条件に関する措置の要求の状況 

  平成２３年度中における北区の措置要求の状況は、下記のとおりです。 
 
 

前年度からの 
継続件数 A 

23 年度 

要求件数 B 
完結件数 

C 
翌年度継続 

件数   A+B-C 
備      考 

0 0 0 0  
 
 
４ 不利益処分に関する不服申立ての状況 

  平成２３年度中における北区の不服申立ての状況は、下記のとおりです。 

 
 

前年度からの 
継続件数 A 

23 年度 

申立て件数 B 
完結件数 

C 
翌年度継続 

件数   A+B-C 
備      考 

17 0 0 17  

 


